
「空き家再生診断士」は
日本不動産仲裁機構（法務大臣認証裁判外紛争解決機関）の

調停人基礎資格として認定されています。

ADRとは
ADR (Alternative Dispute Resolution) とは、「裁判外紛争解決制度」と訳され、裁判手続きによ
らずに話合いで紛争を解決する手法をいいます。

＜参考＞「法務大臣による裁判外紛争解決手続の認証制度」
http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/

調停人とは

本来、弁護士でない者が報酬を得て、法的なトラブルに介入することは認められておらず（弁護士
法第 72 条）、業務上のお客様からの相談や調査などを受けた場合でも、トラブルの内容自体に関
わることは 弁護士法違反（非弁行為）となる恐れがありました。 しかし、法務大臣認証ＡＤＲ調
停人はＡＤＲ業務（調停業務）を報酬を得て実施することができます。

非弁行為になることなく、調停を実施できる存在

この度、「空き家再生診断士」が法務大臣認証ＡＤＲ調停人の基礎資格の認定を受けたことにより、
空き家再生診断士の皆様は 法務大臣認証裁判外紛争解決機関である一般社団法人日本不動産
仲裁機構の 「調停人研修」を受講し、「調停人登録」をすることにより不動産管理トラブルに関す
るＡＤＲ業務（調停業務）を報酬を得て実施することができます。 

空き家再生診断士は調停人になり、トラブルの解決ができる

＜参考＞「ADR調停人の詳細（一般社団法人日本不動産仲裁機構）」
https://jha-adr.org/

空き家再生診断士のADR対応分野

不動産管理

ADR、調停人に関するお問合せは
TEL:03-3524-8013（日本不動産仲裁機構）

空き家再生診断士が調停人になるメリット

調停人登録証

法務大臣より認証されていることで、信頼性が向上します

法務大臣認証ＡＤＲの調停人となることで、その認
められた専門分野の範囲については、認証ＡＤＲの
手続において最終的な和解のあっせんまでを正当な
業務として実行可能となるため、業務の信頼性が飛
躍的に向上します。

●調停人についての詳細は●

TEL:03-3524-8013（日本不動産仲裁機構）
FAX:03-5847-8236　
お問合せフォーム :https://jha-adr.org/info/

調停人研修概要ページ :https://lpe-jp.com/adr/

調停人研修を修了しますと、その修了実績はその後の調停人登録の有無に関わらず、永続的
に記録されます。研修修了後、いつでも調停人登録をすることも可能ですし、調停人登録を
中断した場合でも研修修了履歴が失効することはありません。

調停人
空き家再生診断士は「調停人研修」受講で調停人になれる

「空き家再生診断士」資格の保有により、その専門分野については「要件② 紛争分野の専門性」
を有するものとみなされますので、残りの「要件① 法律知識」「要件③ ADR 技術」を満たす
調停人研修を受講することで、調停人となることができます。

➡
「空き家再生診断士」の保有で満たす

「調停人研修」の受講で満たす

＋要件② 紛争分野の専門性
要件① 法律知識

要件③ ＡＤＲ技術
調停人

調停人になるために
調停人に要求される３つの能力要件（ADR法第６条）

調停人の要件は、法律上「紛争の範囲に対応して、個々の民間
紛争解決手続において和解の仲介を行うのにふさわしい者を手
続実施者として選任すること」と規定されています（ADR 法第
６条）。調停人になるには、一般的要件として①【法律知識】、②
【紛争分野の専門性】、③【ＡＤＲ技術】を全て満たしていること
が求められます。

要件① 法律知識

要件② 紛争分野の専門性

要件③ ＡＤＲ技術➡

調停人研修と登録について

●研修内容（「日本不動産仲裁機構 ＡＤＲ調停人研修規程」に準拠）
1：通信講座＜DVDまたはWEB＞7.5 時間 調停人としての法的知識に関する研修
2：通信講座＜DVDまたはWEB＞5.0 時間 調停人としての面談技法及び調停技法に関する理論的研修
3：通信講座＜DVDまたはWEB＞5.0 時間 調停人としての面談技法及び調停技法に関する実践的研修
4：通信講座＜DVDまたはWEB＞2.5 時間 調停人としての倫理、活動に関する研修
5：通学　　＜ LEC各校＞ 40分間 修了確認テスト

●有効期限

●研修費用：60,500円（税込）

LECが指定教育機関として（一社）日本不動産仲裁機構の調停人研修を実施しています。

指定教育機関

当事者の意向に応じた柔軟な解決

短期に低廉な費用で解決

＜調停人登録について＞

●年間登録料：10,800円（税込）／年

●納付先：一般社団法人日本不動産仲裁機構
※登録者が複数の専門分野（専門資格）を持つ場合でも登録料は変わりません。（既に調停
人登録をされている方が、後に別の専門資格を取得した場合、調停人としての対応分野を随時
追加することができます）

ダブルライセンスで信頼を勝ち取る！

URL: http://jha-adr.org/apply_adr/
一般社団法人日本不動産仲裁機構　

〒164-0001　東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番 5号日本橋吉泉ビル2F

URL：http://jha-adr.org/

＜日本不動産仲裁機構ＡＤＲセンター　調停人候補者募集のご案内＞

お問い合わせ・お申込みは

●調停人研修のお問い合わせ・お申込みは●

TEL:0570-064-464
［平日］9:30～ 20:00［土曜・祝日］10:00～ 19:00［日曜］10:00～ 18:00

※平日は、コールセンターの営業を9時30分より開始します　　※通話料はお客様ご負担となります

※固定電話･携帯電話共通 (PHS･IP 電話からはご利用できません )

　　
＜下記 LECサイトからもお申込みいただけます＞
URL: www.lec-jp.com/

＜LECコールセンター＞ （ＡＤＲ研修 受付係）

トラブル相談を業務メニューにできると共に報酬が発生する
空き家再生診断士の業務としてよく実施される空き
家トラブルに関する相談受付。この業務も、ADR
調停人となり、両者間の解決を目指すよう指導す
るのであれば、業務として法に定められた報酬を得
ることができます。空き家再生診断士の活動を通
して蓄積された様々なノウハウを、収入に変えるこ
とができるようになります。

今後、さらに増加し続ける空き家と空き家トラブル解決のニーズに応える

今後、その勢いを増して増加し続けるであろう空き家。そ
れに伴い、トラブルも増加し続けることでしょう。ADR 調
停人となった空き家再生診断士は、より一層社会から求め
られると考えられます。

トラブル解決相談から案件の受託につなげられる

ADR 調停人のライセンスがあれば、例えば隣家との
空き家トラブル等の解決をきっかけとして、住宅売却
や管理に関する案件の受注につなげることができま
す。トラブル解決を通じて獲得した信用や信頼は、
消費者にとって非常に大きなものなのです。

●近隣の空き家が老朽化し、景観を損ねている

●隣の空き家の庭の草木が伸び放題となっており、虫が発生している

●隣の空き家が老朽化し、倒壊や崩落の危険性がある

●空き家の所有権をめぐって、親戚間でトラブルが発生してしまった

空き家トラブルに関するADR案件例
※空き家再生診断士の関わる平素からの案件の多くは、ADR案件です。

❖ADRのメリット❖

ADR調停人となった空き家再生診断士は、（一社）日本不動産仲裁機構が実施する
ADR手続きにおいて、不動産管理に関するトラブルのADR業務を実施することができます。

空き家再生診断士


